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 ｢あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 
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今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！

さいたま市生活環境の保全に関する 
条例の公布について 

さいたま市では、都市化に伴う公害等の発生状

況の多様化に伴い、市民からの苦情が増加傾向に

あることから、市民の共通の財産である安全で快適

な生活環境を将来にわたって確保するための措置

として、さいたま市生活環境の保全に関する条例を

平成 20年 10 月 17 日に公布し、平成 21 年 4月 1 日

より施行することとしました。 

主な制度については、以下の通りです。 

① 事業活動における環境への負荷の低減・・・温

室効果ガスの削減に関する計画案

② 建築物に係わる環境への負荷の低減・・・建築

物総合環境性能評性能評価制度の導入

③ 建築物等の解体等に伴う石綿の飛散防止・・・

施工者による石綿含有建築材料の使用の有

無に関する事前調査と石綿含有建材を扱う

際の作業実施基準の策定

④ 光害の防止・・・常設のサーチライト等の使用規制

⑤ 悪臭に係る規制対象の拡大・・・さいたま市に適

用の埼玉県生活環境保全条例の悪臭規制

対象として指定されている業種区分をなくし、

全事業活動での悪臭を規制

当社は、建材中のアスベスト分析や悪臭の分析

などに実績があります。疑問点等はお気軽にご相

談ください。 

資料 2008 年 10 月 21 日付 さいたま市ＨＰ 

品質検査箇所 加藤吉紀 

下記の記事をご希望の方は編集室佐藤までご連絡下さい。 

１． 中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌制度小委員会 第７、

８回会合について 

2. 高懸念物質（SVHC）に新たな義務

3. 新たに 4物質勧告し、追加候補 9物質へ（POPs 条約）

4. 神栖市の飲用井戸 26件の調査結果を公表 環境省

5. 汚泥肥料規制についてカドミウムに絞り強化策を検討

6. 微量PCB汚染物の焼却実証試験（第5回）実施のお知らせ

 

｢水道施設の技術的基準を定める省令｣
改正に関する意見募集について 

 厚生労働省は、水道法第 4 条に基づく水質基準の

改正に伴い、水道施設の技術的基準を定める省令に

ついても同様の改正を行なうこととし、平成 20年 11

月1日から30日までの間改正案に対する意見募集を

行ないます。なお、その施行は、平成21年4月1日に

予定しています。改正案の概要を以下に示します。 

(１)水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年

厚生省令第 15 号）の一部改正： 

（薬品基準の改正）： 

①1,1-ジクロロエチレンに係わる基準の廃止

②シス-1,2-ジクロロエチレンに係わる基準の廃止、

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ

ロエチレンに係わる基準（0.004mg/L 以下）の新設 

③TOC に係わる基準〔現行（0.5mg/mL 以下）から

0.3mg/mL 以下〕の変更

（資機材材質基準の改正）：上記①及び②の内容 

(２)給水装置の構造及び材質基準に関する省令（平

成 9 年厚生省令第 14 号）の一部改正 ： 上記①、②

及び③の内容 

(３)資機材等の材質に関する試験（平成 12 年厚生

省告示第 45 号）の一部改正 ： 上記②の内容 

(４)給水装置の構造及び材質の基準に係わる試験

（平成 9年厚生省告示第 111 号）の一部改正 ： 上記

②の内容

当社では、上記の省令にもとづく試験に実績が

あります。お気軽にご相談ください。 

資料 2008 年 11 月 1 日付 厚生労働省 

品質検査箇所 加藤吉紀   

＜年末年始休業について＞ 

誠に勝手ながら下記の期間休業させていただきます。 

何かとご迷惑をおかけすることとは存じますが、ご了承 

いただきたくお願い申し上げます。 

１２月27日（土） ～ １月4日（日） 

｢水道施設の技術的基準を定める省令｣改正に関する意見募集について
条例の公布について
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